
住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 実績報告書確認事項チェックシート

申請者 住 所

氏 名

下記、チェック項目で、全ての書類がそろっており、記入漏れがないことを確認し、このチェックシート

を実績報告時に提出してください。

【注意事項】

書類に不備がある場合は、受付せずに返却します。

１ 交付実績報告書（第１０号様式）

※15 日が土曜日の場合は 14日、日曜日の場合は 13日

２ 添付書類

申請する設備の区分 チェック 確認内容

共通

報告（提出）年月日（設備の設置完了日から起算して６０日以内に提出）

最終提出期限：交付決定を受けた年度の３月１５日※

郵便番号、申請者住所、氏名、電話番号

設置完了年月日 （交付決定を受けた年度の３月１５日※までに設置完了）

受付番号 （交付決定通知書に記載された受付番号を記入）

交付決定年月日 （交付決定通知書の右上に記載された日付を記入）

設備設置場所 （市内に限る）

設備の区分 （申請する区分にチェック。複数設備の同時申請可）

補助金交付決定額 （交付決定通知書に記載された交付決定額を記入）

設備設置経費 （設備の区分ごとに消費税抜きの金額を記入。）

設置した設備のメーカー名、機器型番などを「設備の概要」に記入

※交付申請書に記載した設備から変更がある場合、変更等承認申請書の提

出が必要です。

申請する設備の区分 チェック 添付する書類

共通

設備の設置費に係る領収書の写し

※宛名、領収日、領収金額、品目の記載があり、施工業者の発行したもの

※ローンを組んで設置したかたで、領収書の写しが提出できない場合は、ロー

ン契約書及びローン返済内訳書等の写し

領収経費の内訳が明記されている書類

※領収金額、補助対象経費が確認できるもの

設備の設置状況を示す写真（住宅の全景を含む）

※設備本体の写真、設置場所・設置状態が確認できる写真（詳細は裏面参照）

住宅用太陽光発電設備

太陽光発電設備概要書（第１１号様式）

※様式中の「２太陽電池モジュールの製造番号及び最大出力」の記載は、施

工業者等が作成する「出力対比表」の提出に代えることができます。

（余剰電力を売電する場合）

送配電事業者の発行する「発電設備の連系に関するお知らせ」等の電力受

給契約を証明する書類の写し（系統連携日が交付決定を受けた年度のもの）

（売電せず自家消費のみの場合）

設備の保証書の写し

※保証開始日、申請者名義であること、設備のメーカー名、機器型番、製造

番号が確認できるもの

受付
番号

（裏面へ続く）



設備の設置状況を示す写真の詳細

〇担当者記入欄（記入しないでください）

申請する設備の区分 チェック 添付する書類

家庭用エネルギー管理シ

ステム（ＨＥＭＳ）

設備の保証書の写し

※保証開始日、申請者名義であること、設備のメーカー名、機器型番、製造

番号が確認できるもの

家庭用燃料電池システム

（エネファーム）

定置用リチウムイオン蓄電

システム

電気自動車等充給電設備

太陽熱利用システム

高性能外皮等

ＺＥＨを構成する設備の設置状況が分かる写真

※国の補助事業の交付決定を受けている場合は、実績報告時に提出した写真

（国の補助事業の交付を受ける場合）

補助金額確定通知書等の写し

住宅の引渡証明書等（引渡日が確認できる書類）

断熱窓改修

改修の着工前及び着工後の状況を示す写真

※改修箇所の全てを示したもの

断熱窓改修位置が明示された図面※改修後の写真と対照できるもの

改修に使用したガラス、サッシ等の性能を証する書類

受付者
提出書類の確認

※ 提出書類を確認したら確認欄にチェックしてください。
□ 確 認

設備の区分 添付する写真

住宅用太陽光発電設備

太陽電池モジュールが設置された住宅の全景（連系点※が写っている写

真）、太陽電池モジュールの設置状況、パワーコンディショナ（形式名と製造

番号が分かるもの）が確認できる写真

家庭用エネルギー管理システム

（ＨＥＭＳ）

対象設備本体の写真、端末モニター等でシステムが起動している状態が確

認できる写真

家庭用燃料電池システム

（エネファーム）

対象設備本体の写真、燃料電池ユニット本体の製造番号が確認できる写

真、貯湯ユニット本体の製造番号が確認できる写真

定置用リチウムイオン蓄電システム

対象設備本体の写真、本体の製造番号が確認できる写真電気自動車等充給電設備

太陽熱利用システム

高性能外皮等
ＺＥＨを構成する設備の設置状況が分かる写真（国の補助事業の交付決定を受

けている場合は、実績報告時に提出した写真）

断熱窓改修
改修の着工前及び着工後の状況の比較が可能な写真（改修箇所全てを写し

たもの）で別に添付する図面と対照できるもの


